
　信用金庫経営力強化制度は、信用金
庫の経営力強化に努め、一時的な要因に
より自己資本比率が低下するような場合
には、信金中央金庫から自己資本の増強
を支援することによって、信用金庫の経
営悪化を未然に防止しようとするもの
で、業界のセーフティネットの性格を有
するものです。
　信金中央金庫は、「個別金融機関」と「信
用金庫のセントラルバンク」という２つの
役割を併せ持つ金融機関であり、邦銀有
数の規模と効率性を有しています。

　結城信用金庫グループは、当金庫、子
会社１社で構成され、信用金庫業務を中
心に、事務用品等の一括購入などのサー
ビスを提供しております。

『信用金庫経営力強化制度』

子会社の概況

　当金庫では、子会社である（株）ユーシンビジネスサービスは当信用金庫グループの財政状態及び経営成績に関する合理的な
判断を誤らせない程度に重要性が乏しいと認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。連結自己資本比率について
は、その内容を開示しております。
　なお、資産基準、経常収益基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は下記のとおりであります。
　下記算式において、当金庫と子会社間の債権債務及び相互の取引による収益・費用は相殺消去しておりません。

連結情報

1. 金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ．事業の組織
ロ．理事及び監事の氏名及び役職名
ハ．事務所の名称及び所在地

2. 金庫の主要な事業の内容

3. 金庫の主要な事業に関する事項
イ．直近の事業年度における事業の概況
ロ．直近の５事業年度における主要な事業の状況
（1）経常収益
（2）経常利益又は経常損失
（3）当期純利益又は当期純損失
（4）出資総額及び出資総口数
（5）純資産額
（6）総資産額
（7）預金積金残高
（8）貸出金残高
（9）有価証券残高
（10）単体自己資本比率
（11）出資に対する配当金
（12）職員数
（13）役員数
（14）会員数
ハ．直近の2事業年度における事業の状況
（1）主要な業務の状況を示す指標

①業務粗利益及び業務粗利益率
②資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
③資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、
　利回り及び資金利鞘
④受取利息及び支払利息の増減
⑤総資産経常利益率
⑥総資産当期純利益率

（2）預金に関する指標
①流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金
　の平均残高
②固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の
　区分ごとの定期預金の残高

（3）貸出金等に関する指標
①手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均　
残高
②固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
③担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額
④使途別の貸出金残高
⑤業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
⑥預貸率の期末値及び期中平均値

（4）有価証券に関する指標
①商品有価証券の種類別の平均残高
②有価証券の種類別の残存期間別の残高
③有価証券の種類別の平均残高
④預証率の期末値及び期中平均値

４．金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
イ．リスク管理の体制
ロ．法令遵守の態勢
ハ．金融ＡＤＲ制度への対応

５．金庫の直近の2事業年度における財産の状況
イ．貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損
　 失金処理計算書 
ロ．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
（1）破綻先債権に該当する貸出金
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（2）延滞債権に該当する貸出金
（3）3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金
（4）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める
　 事項
ニ．次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価
　 及び評価損益
（1）有価証券
（2）金銭の信託
（3）第102条第１項第5号に掲げる取引 
ホ．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ヘ．貸出金償却の額
ト．金庫が法第38条の２第３項の規定に基づき貸借対照表、
　 損益計算書及び剰余金処分計算書について会計監査法
　 人の監査を受けている場合にはその旨
　 財務諸表の正確性・内部監査の有効性
　 金庫及び子会社に関する事項

６．「自己資本の充実の状況」（自己資本比率規制の第３の柱）開示事項
イ．「定性的な開示事項」（連結・単体）
（1）自己資本調達手段の概要
（2）自己資本の充実度に関する評価方法の概要
（3）信用リスクに関する事項
（4）信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および
　  手続の概要
（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク
　  に関するリスク管理の方針および手続きの概要
（6）証券化エクスポージャーに関する事項
（7）オペレーショナル・リスクに関する事項
（8）銀行勘定における出資その他これに類する　　　　　
　  エクスポージャー
（9）銀行勘定における金利リスクに関する事項
ロ、「定量的な開示事項」（単体）
（1）自己資本の構成に関する事項
（2）自己資本の充実度に関する事項
（3）信用リスクに関する事項
（4）信用リスク削減手法に関する事項
（5）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク
　  に関する事項
（6）証券化エクスポージャーに関する事項
（7）出資等エクスポージャーに関する事項
（8）金利リスクに関する事項
ハ、「定量的な開示事項」（連結）
（1）自己資本の構成に関する事項
（2）自己資本比率告示第５条第７項第１号に規定するその他
　  金融機関等であって信用金庫の子法人等であるものの
　  うち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所
　  要自己資本を下回った額の総額
（3）自己資本の充実度に関する事項
（4）信用リスクに関する事項
（5）信用リスク削減手法に関する事項
（6）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク
　  に関する事項
（7）証券化エクスポージャーに関する事項
（8）出資等エクスポージャーに関する事項
（9）金利リスクに関する事項

信金中央金庫 信 用 金 庫

理

事

会

信
用
金
庫
部資

本
増
強
制
度

運

営

委

員

全国信用金庫協会

「信用金庫経営力強化制度実施に関する契約書」の取り交わし

信用金庫から経営に関する資
料の提出を受け、当該資料に
基づき客観的に信用金庫の
経営分析を実施する制度

経営分析制度経営分析制度

経営分析結果による、経営相
談の奨励や実施をする制度

経営相談制度経営相談制度

自己資本比率が規制上の下限
４％に近づいたとき、下振れ
リスクへの対応として、当該
金庫が相応の余裕を持てるま
での一定期間、資本を増強せ
しめる制度

資本増強制度資本増強制度

会社名 所在地 主要業務内容 設立年月日 資本金又は
出資金

当金庫の
議決権比率

子会社等の
議決権比率

㈱ユーシンビジネスサービス 平成5年10月1日 10百万円 ー％100％茨城県結城市大字
結城５５７番地

事務用品等の一括購入、他結城
信用金庫の委託に基づく業務

子会社（株）ユーシンビジネスサービス
（事務用品等の一括購入、他結城
信用金庫の委託に基づく業務）

本店ほか支店23

結城信用金庫 国 内

資 産 基 準

経常収益基準

利 益 基 準

利益剰余金基準

＝ ＝ ×100 ＝ 0.00％
子会社の総資産額の合計額

当金庫の総資産額
18百万円

376,980百万円

＝ ＝ ×100 ＝ 2.08％
子会社の経常収益の合計額

当金庫の経常収益
99百万円

4,746百万円

＝ ＝ ×100 ＝ 0.66％
子会社の当期利益の額のうち持分の合計額

当金庫の当期純利益
2百万円

299百万円

＝ ＝ ×100 ＝ 0.04％
子会社の利益剰余金のうち持分の合計額

当金庫の利益剰余金
7百万円

15,708百万円

（平成29年6月末現在）
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信用金庫業界のセーフティーネット 信用金庫法施行規則に基づくディスクロージャー項目

連結の範囲に関する事項（定性的な開示）


